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令和８～１１年度

小規模事業者登録申請書受付票


商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記のとおり受付いたします。

（提出後の留意事項）

1 申請書類を確認し、書類等に不備があった場合には再度提出いただきます。なお、書類が整わない場合は、登録できませんのでご了承ください。

2 有効期限は、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日となります。

※令和８年３月２０日以降に申請された場合は、認定された日から令和１２年３月３１日まで有効となります。

【問合せ先】　笠間市役所 総務部 財政課 契約検査室

電話番号：０２９６－７７－１１０１（内線２１９・２２０）

